
国立大学法人東京農工大学外国人留学生規程の一部改正 

国立大学法人東京農工大学外国人留学生規程を次のとおり改正する。 

現行 改正 備考 

国立大学法人東京農工大学外国人留学生規程 

平成１６年４月７日 

１６ 教 規程第１４号 

第１条～第３条 省略 

 

（在学期間） 

第４条 国費外国人留学生の在学期間は、次のとおりとする。 

一 国費学部留学生 ４年以内（農学部獣医学科にあっては、６年以内） 

二 省略 

三 省略 

２ 省略 

 

第５条～第１２条 省略 

 

（卒業又は修了） 

第１３条 国費学部留学生で本学に４年（農学部獣医学科にあっては、６年）以

上在学し、所定の単位を修得した者については、学則及び国立大学法人東京農

工大学学位規程（以下「学位規程」という。）の定めるところにより、卒業を

認証し学士の学位を授与する。 

２ 省略 

 

第１３条～第２７条 省略 

 

   附 則 省略 

 

 

 

 

第１条～第３条 省略（現行どおり） 

 

（在学期間） 

第４条 国費外国人留学生の在学期間は、次のとおりとする。 

一 国費学部留学生 ４年以内（農学部共同獣医学科にあっては、６年以内） 

二 省略（現行どおり） 

三 省略（現行どおり） 

２ 省略（現行どおり） 

 

第５条～第１２条 省略（現行どおり） 

 

（卒業又は修了） 

第１３条 国費学部留学生で本学に４年（農学部共同獣医学科にあっては、６年）

以上在学し、所定の単位を修得した者については、学則及び国立大学法人東京

農工大学学位規程（以下「学位規程」という。）の定めるところにより、卒業

を認証し学士の学位を授与する。 

２ 省略（現行どおり） 

 

第１３条～第２７条 省略（現行どおり） 

 

   附 則 省略（現行どおり） 

    

 

 

附 則（２３教規程第５３号） 

１ この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ 平成２４年３月３１日現在在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 


